
検討項目 ＷＧ報告書 商標小委

商標の権利範囲
の特定可能性

●新しいタイプの商標のうち、商標法による保護対象に追加する商標のタイプ
は、その権利範囲を明確に特定し得るものに限る必要がある。
●タイプ毎の商標の権利範囲の特定の可能性や、ＳＣＴ により取りまとめられ
た考え方等の国際的な状況、国内企業のニーズを踏まえ、我が国においては、新
しいタイプの商標のうち、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音を新た
に商標法の保護対象に追加することが適切と考えられる。その他のタイプ（香
り・におい、触感、味、トレードドレス）については、商標法の保護対象に追加
しないことが適切と考えられる。

商標の定義

●新しいタイプの商標を商標法の保護対象に追加する場合、商標の権利範囲を明
確に特定できるタイプの商標に限定するため、標章の構成要素を特定する必要が
ある。標章の構成要素を特定せずに包括的に規定することとした場合は、権利範
囲の特定が困難なものが条文上広く含まれてしまうため、出願人等にとって商標
制度への予見可能性が低下するおそれがある。
●現行制度においては、識別性を第３条の商標の登録要件として定めており、第
２条の商標の定義の要件とはしていないところ、社会通念上の商標の意味に合わ
せるために識別性の要件を商標の定義に追加すべきではないかとの指摘がある。
●一方、商標の定義規定に識別性の要件を追加することとした場合、現行の商標
についてこれまで積み重ねられてきた「商標としての使用」に関する裁判例との
齟齬が生じないよう担保する必要があるほか、商標の使用の定義の在り方とも整
合性を確保する必要等がある。

●商標の定義規定に諸外国と同様、識別力を追加する対応としては、商標の定義に、a)
主観的識別性を追加、b)客観的識別性を追加、c)抽象的な客観的識別性を追加、の案が
考えられるが、いずれにおいても商標法やＴＲＩＰＳ協定等の関連規定との整合性を考
慮し慎重に検討していく必要がある。【第２１回小委】

【商標小委での主な意見（第２１回）】
○侵害の場面において、商標の識別性の有無というより識別性を発揮する態様か否かが
問題となっているとすると、商標の定義の見直しの必要性は諸外国等との整合性程度と
なる。定義規定への識別性の追加の検討に当たっては、見直しの必要性の度合いとその
影響を比較しつつ、慎重に検討していくべきではないか。
○侵害訴訟の実務において、現行規定で特に支障は生じていないと感じている。改正の
必要性や、改正による関係条文や実務への影響について、十分な検討が必要ではない
か。
○識別力が商標を保護する上で大事なファクターであることを商標法上明確にし、真に
保護されるべきものと業界で自由に使えるものとを明確にできるような制度として欲し
い。結論はともかく、十分な検討をしてほしい。
○定義等の改正については、判例を含めた法の内容を変えるか否かがキーポイント。特
許庁の提案が法の内容を変えるものではなく条文の体系をわかりやすくするものであれ
ば検討に値するし結論的にも方向性は間違っていない。

商標の登録要件
（識別力）

●新しいタイプの商標についても、現行制度と同様、識別力を有するものに限っ
て登録を認めることが適切と考えられる。また、使用により識別力を獲得したも
のについても登録を認めることが適切と考えられる。

●動きの商標の識別性は、そこに表示された図形等とそれが時間の経過により変化して
見える様子を勘案した上で、全体として判断する必要がある。
●ホログラムの商標の識別性は、そこに表示された標章とその変化して見える様子を勘
案した上で、全体として判断する必要がある。
●輪郭のない色彩の商標の識別性は、そこに表示された色彩及び商標の説明文の記述を
勘案した上で、全体として判断する必要がある。色彩の商標を保護するには少なくとも
その色彩が他の同種商品と異なるような特徴を有するような特異性があることが必要で
あり、加えて、当該色彩又はその組合せの使用継続の程度、需要者が識別標識として着
目する程度なども考慮して検討される必要がある。
●位置商標の識別性は、実線で描写された標章及び破線と位置に関する事項の記述によ
り特定された位置を要素として、商標全体としての識別性を検討する必要がある。
●音の商標の識別性は、音楽、音声又は自然音等の音の商標を構成する要素を勘案し
て、商標全体としての識別性を検討する必要がある。【第２２回小委】

【商標小委での主な意見（第２２回）】
○音は本来商標として機能し得ず、例外的に識別性を獲得した場合に登録されるべきも
のではないか。企業の広告活動に支障を来さないという視点も重要。
○自然音などのありふれた音はＣＭ中で使用が制限されると支障があることから、あり
ふれた商標として拒絶すべきではないか。また、長い音の商標は商標として認識される
とは考えられず、短い音に限って登録を認めるような工夫が必要ではないか。
○仮に、使用により識別力を獲得した場合にだけ登録が認められるような制度とするな
らば、従来の商標法の整理とは基本的に異なるものではないか。
○真に保護されるべき商標のみが登録されるよう、法律だけでなく、基準においても例
を示す等しっかり手当てして欲しい。

商標の登録要件
（不登録事由）

●現行制度は、第４条では主として公益や私益の保護の立場から不登録事由を定
めており、新しいタイプの商標についても、緊急用のサイレン等の音の商標等公
益上の理由等から独占が適当でないものや、商品等の機能を確保するために不可
欠な動きをする立体的形状からなる商標は登録を認めないよう、現行規定を適用
し、又は整備することが適切と考えられる

●緊急用のサイレン等の公益的な音について、立法的な手当により拒絶理由に追加する
ことが考えられるが、現行の商標法第４条第１項第７号に該当するものとも考えられる
のではないか。
●国歌のメロディー等の一部を含むような商標については、全体の印象を比較した上で
類似といえる場合を除き、拒絶の対象とはしないことが適切ではないか。なお、仮に国
の尊厳を害するのであれば、商標法第４条第１項第７号に該当すると解することもでき
る。【第２２回小委】

商標の登録要件
（類似の範囲）

●新しいタイプの商標の類否判断については、現行の考え方を踏まえ、タイプ毎
の特性を考慮しつつ判断することが適切と考えられる。また、離隔的観察、全体
観察と要部観察等の手法も、タイプ毎の特性を考慮しつつ用いることが適切と考
えられる。
●現行ではタイプが異なる商標同士の類否判断も行っていることから、新しいタ
イプの商標についても、現行の商標と併せてタイプ横断的に類否を判断すること
が適切と考えられる。

●左記を踏まえ、各タイプについての類否判断に関する検討を行った。【第２２回小
委】

新しいタイプの商標に関する主要な検討項目とこれまでの議論について
参考資料１
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特定方法

●出願に係る商標について、その権利範囲を明確に特定し、第三者や特許庁が当
該商標の構成及び態様を明確かつ正確に認識する必要があることから、当該商標
のタイプに応じて、出願時に以下の方法により特定し、かつ、そのタイプの出願
である旨を願書に記載することが適切と考えられる。
●動き、ホログラムについては商標見本及び商標の説明文又は電子ファイル（動
画）、輪郭のない色彩については商標見本及び商標の説明文、位置商標について
は商標見本及び位置に関する事項、音については電子ファイル（音声）により特
定する。
●出願人は、これらのうち商標見本、商標の説明文及び位置に関する事項につい
ては願書に記載し、商標を記録した電子ファイル（動画又は音声）は願書と同時
に提出することとするのが適切と考えられる。
●商標を記録した電子ファイル（動画又は音声）によって商標を特定する場合に
は、第三者による商標の確認や先行商標調査等の負担軽減及び審査の迅速化への
寄与のため、出願人が当該電子ファイルの内容の要約を提出することとするのが
適切と考えられる。
●要約は、動きの商標又はホログラムの商標については静止画を、音の商標につ
いては楽譜又は説明文を、それぞれ記載することとするのが適切と考えられる。
●要約は登録商標の権利範囲を特定するものには含まれないものとするのが適切
と考えられる。

●新しいタイプの商標については、商標見本だけでは、その商標が新しいタイプの商標
であるか否かが不明確となるため、商標登録出願時には各商標のタイプの記載（動きの
商標である旨の記載、ホログラムの商標である旨の記載、輪郭のない色彩の商標である
旨の記載、位置商標である旨の記載、音の商標である旨の記載）を求めてはどうか。
●新しいタイプの商標は、標章の形状が変化したり、視覚では認識できなかったり、既
存のタイプの商標とは異なる特徴を有しているところ、それらの特徴は商標記載欄とは
別に補足的説明がされることで明確になると考えられることから、願書中に商標の説明
を記載することを求めてはどうか。
●音の商標の場合は、文章による説明よりも当該音の複製たる音楽ファイルの方が具体
的に内容を特定できることから、商標の説明文に代わり電子ファイル（音声）の提出を
求めてはどうか。【第２４回小委】

【商標小委での主な意見（第２４回）】
○最終的に電子ファイル（音声）や説明文で商標を特定していく際に、商標の補正が要
旨変更になる範囲がわからない。ガイドライン等で明確にして欲しい。
○企業の実務としては、商品開発や広告活動の際に、他人の商標について、出願中のも
のも含めて商標公報をもとに事前サーチし、発見した場合は避けている。商標公報に記
載されている商標は、出願された時点の情報であるが、その後、補正を繰り返して、も
との商標と変わってしまうようなことがあっては実務に影響が出る。
○音の商標については、電子ファイル（音声）なくして特定することは難しいので、提
出を義務づける必要がある。電子ファイルの追加の時期をいつまでにするか明確にして
おくべき。
○カラーコードは、色彩を特定する上で便利なので、説明文の中で必ず記載させる運用
はできないか。

出願日認定

●出願日の認定については、商標見本、商標の説明文、位置に関する事項又は電
子ファイル（動画又は音声）の全部又は一部が欠けている場合、出願に不可欠な
基本的事項が欠けており商標の権利範囲を特定することができないため、手続の
補完を命じ、その補完がなされた日を出願日として認定することが適切と考えら
れる。
●輪郭のない色彩の商標について、商標見本だけが提出され、商標の説明文が欠
けている場合であっても、商標の説明文によらずとも商標の主要構成要素が明ら
かにされていると考えられることから、当初の出願日を維持することが適切と考
えられる。

●新しいタイプの商標の明確な特定には、商標記載欄ばかりでなく商標のタイプの記
載、商標の説明文又は電子ファイル（音声）を用いる必要があると考えられるところ、
商標記載欄に記載される図面、楽譜等は商標の外延を特定するものであり、出願時に記
載された内容を変更するような補正は認められないことよりすれば、出願時の商標記載
欄の記載は当該出願によって特定可能な商標の範囲を相当程度特定することになる。
●マドリッド協定議定書に基づく運用においても商標記載欄に相当するものにより国際
登録日（出願日に相当）を認定しており、諸外国においても出願日認定に求める要件は
比較的軽くし、出願日を維持したまま登録までに必要な書類などを事後的に提出できる
ような制度的枠組みを有している。
●新しいタイプの商標についても、商標記載欄の商標登録を受けようとする商標の記載
の有無により認定することが適切ではないか。（この場合には、商標の説明文又は電子
ファイル（音声）については、たとえ出願時に記載又は添付していなくても、出願日を
維持したまま追加し得ることとなる。）【第２４回小委】

【商標小委での主な意見（第２４回）】
○商標記載欄で出願日認定を行った上で、商標の説明文や電子ファイル（音声）を提出
させて、商標を特定していくという方向性に賛成。その方がユーザーにとっても使いや
すい。
○出願日を認定した後で、商標の補正を求めるときの根拠条文については要検討。

効力範囲

●現行の侵害とみなす行為に関しても、あえて新しいタイプの商標に関する特有
の事情を定めることはせず、これまでと同様に、商標の権利範囲に基づいて商標
の類否を判断することが適切と考えられる。
●位置商標については、商標の類否判断を行う際に位置の要素も含めて類否判断
を行うよう規定を整備することが適切と考えられる。
●色彩又は音を指定商品・役務又は類似する商品・役務において普通に用いられ
る方法で表示する商標や商品等の機能を確保するために不可欠なもののみからな
る商標については、商標権の効力が制限されるよう規定を整備することが適切と
考えられる。

著作権等の他の
権利との調整

●新しいタイプの商標について現行法における調整と異なる取り扱いをする特段
の事情がないため、商標権者等による登録商標の使用がその使用態様により他人
の著作権、意匠権等と抵触するときは、これまでと同様に、その抵触する部分に
ついて当該登録商標の使用を制限すべきではないか。

●新しいタイプの商標についても単に他人の著作権に抵触しているとの理由のみをもっ
て商標法第４条第１項第７号の規定に該当するということはできないのではないか。
●仮に拒絶理由に追加することを検討するにしても、他人の著作物との抵触を判断する
には創作性や依拠性などの認定が必要であるところ、特許庁がこれを行うのに適さない
ことや先行著作物の調査の困難性を指摘する判決もあることから、拒絶理由とすべき合
理性について慎重な検討が必要ではないか。【第２２回小委】

【商標小委での主な意見（第２２回）】
○事務局の提示する著作権に関する整理に異存はない。

経過措置

●新しいタイプの商標を保護対象に追加する場合、制度導入前から同一又は類似
の商標を使用している第三者の既存の評価、信用を保護し、取引秩序を維持する
ため、継続的使用権を認めるよう法律上の手当をすることが適切と考えられる。
●制度の円滑な導入及び取引秩序の混乱の回避等を踏まえた対応をとることが適
切と考えられる。
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